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1．教育費負担と授業料 ・奨学金悶題

　教育費を誰 が どの ように負担す るかとい う問題

は，きわめ て重要な政策課題 で あ り， とりわけ高

等教育に つ い て ，日本の公 的負担は OECD 各国

中最も低 い こ となどが しば しば指摘され て い る。
しか しなが ら， 今 日まで，日本で は教育費の 負担

は大きな社会問題 とならない で きた。しか し，近

年，格差問題などと 関わ っ て ，こ の 閤題 は急激 に

社会的注 目を浴び，政府の 政策提言 も数多く出さ

れ て い る （たとえば，「教育安心社 会の 実現 に 関す

る懇談会報告〜教育費の 在 り方 を考え る 〜 」2009

年 7 月 3 日）。また ， 総選挙に お い て も，各党の マ

ニ フ ェ ス トで，こ の 問題 が とりあげられて い る 。

この 中で，と りわけ注 目され るの は ， 高等教育に

おけ る授業料 ・奨学金 （授業料減免を含む）に関

す る，新 しい 提案 とりわけ給付型奨学金の提唱で

ある。こ の ように，教育費負担問題 とりわけ奨学

金問題は，か つ てない ほ ど教育政策の 焦点 とな っ

て い る 。 しか し，これ は 日本だ けの 問題 で はなく，

欧米各国や中国や韓国などで も，教育費負担と関

わっ て 新 しい 奨学金制度が次々 と創設 されて い る。

　 こ うした動向にっ い て，教育社会学で の 研究も

少なか らず蓄積され て い る もの の ，英米な どに 比

べ る とこ れまで と りわ け実証 的 な研 究が 少 な か っ

た。本発表は こ うし た現状をふ まえ，各 国 の 教育

費負担問題と授業料 ・奨学金改革の 動向を概観す

る だけで な く，実証 的な分析 に よ っ て，エ ビデ ン

ス を提示する こ とに よっ て，日本 にお け る授業

料 ・奨学金問題 につ い て
， 政策的イ ン プ リケ

ー
シ

ョ ン を提示する。な お，本発表は ， 日本学生支援

機構の ア メ リカ 調査 （2009年 3 月）と文部科学省

先導的大学改革推進委託事業 （2008年度お よび

2009 年度） の 成果 の
一
部で ある 。

2 ．各国の授業料と奨学金制度改革の動向

　主な国 の 授業料 と奨学金 の改革を表 1に ま とめ

た。なか で も各国 の 改革に共通する動向は以下の

とお りで ある 。

（1）授業料 と奨学金 のセ ッ ト改革

　各国 の 授業料の 改革 は，ほ とん どの 場合，奨学

金の 改革とセ ッ トで行 われ て い る。これは，定価

授業料で はなく，学生や家計 が実際 に支払 う純授

業料 （定価授業料一
給付奨学金） が，教育費負担

を考え る際に は焦点になっ て い るためである。言

い 換えれば，純授業料が学生 ・家計 の 負担力 （経

済力）によっ て 変化するこ とが，近年 の 改革の 大

きな特徴 とな っ てい る。

（2 ）高授業料 ・高奨学金政策

　 こ の 中で も，と くに定価授業料 を高額 に 設定 し，

大学独 自給付奨学金 で 大幅に割 り引くデ ィ ス カ ウ

ン ト政策が ， ア メ リカ の 私立大学を中心 に広範に

普及 しは じめて い る。 た とえば，ハ ーバ ードなど

定価授業料 3．3 万 ドル で あるが
， 純授業料は平均

7 千 ドル 程度で ある。

（3）教育費分担の シ フ ト

　各国の授業料 ・奨学金改革を教育費負担 の 観点

から見ると，もともとは 高等教育費の公 的負担 の

比 重が高か っ た が，授業料徴収や グラン ト （給付

奨学金）か ら学資ロ
ー

ン （貸与奨学金）への シ フ

トにより公的負担か ら私的負担 へ ，親負担か ら子

負担へとシ フ トして い る。

（4 ）再びグラ ン トの 重視 へ

　 しか しなが ら，ロ
ー

ン の 拡大 は，ロ
ー

ン返 済 の

負担感の 増大，ひ い て はロ
ー

ン を回避するために，
進路選 択 を変更 す る とい っ た 問題 を 引き起 こ して

い る。こ の た め，日本を除く各国 と も再 び グラ ン

ト （給付奨学金 ）を重視 しは じめ て い る。

（5 ） ロ
ー

ン の 回 収 ス キーム の 改革

　 ロ
ー

ン の 負担感 の 軽減 の た め
，

ロ
ー

ン 回 収 ス キ

ーム の 改革が焦点 に な っ て い る。こ の 中で も最も

注 目されて い る の は，所得連動型 ロ ー
ン （lncome

Contingent　Loan ）で あ る 。 所得連動型 ロ ーン は，
ロ
ー

ン の 返済方法として ， 理論的 に最も優れた制

度 と して 提唱 され て い る。所得連動型 ロ
ー

ン で は，

返済期間が長期に わ た り，多くの場合，所得 が 最

低基準額以下 の借 り手 は 返済が猶予 され，
一

定期

間 の 後，あるい は
一

定年齢以上 で は最終的 に は 返

済免除されるため，負担感は 少ない。

　厳密 に言えば，所得連動型 ロ ーン に は，所得に

連動 した返済額，一
定所得以下 の 揚 合の 返済猶予

ない し免除 源泉徴収あるい は それ に 類似 の 徴収

とい う三 つ の 要素があ り，こ れ らは別 々 の 問題 で

あり，各国の 所得連動型 ロ
ー

ン は これ らを組み合

わせ て い る。ただ所得連動型 ロ
ー

ン は 所得の 捕捉
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表 1 各国の 授業料 ・奨学金制度 の 改革動向

年 ア メ リカ イ ギ リス オ ー ス ト ラ ス ウ ェ
ーデ 中国 日本

リア ン

1980 高授業料
・
高 授 業料 無 償 授業料無償 授業料無償 授業料無償 国立 大 学授

年代 奨 学 金 政 策 （グラ ン ト） 人民助学金 業料恒上げ

の 展開

1984 委託学生 奨 学 金 有利

子導入

1989 HECS 創設 ロ
ー

ン 改革 授業料徴収

私費学生

1991 ロ
ー

ン 罰 則 ロ
ー

ン の 導

強化 入 （1990）

1992 有利 子 ス タ 高等教育法

ツ　フ 　オ　
ー

ド・ロ
ー

ン

1993 ICL 返済導入

1994 直 接 ロ
ー

ン グ ラ ン トと 授 業 料 徴 収

創設 ロ
ー

ン の 導 一
本化

入

1997 納税 者救済 デ ア リ ン グ バ ン ドの 設 高 等 教 育改

法 報告 定 革

1998 高 等 教 育 法 授 業料 徴収 大 学 の 大 拡 有利 子 奨学

改正 と グ ラ ン ト 大 ・国家助学 金の大拡大

の 廃 止 ロ
ーン

2003 教育白書 高等教育援 学生 均 等 措 国家 奨 学 金

助法 置法（2001） （2002）
2004 高等教育法 FEE ・HELP 日 本 学生 支

グ ラ ン トの 創設 援機構創設

再導入

2005 HERA 国 家助 学 ロ

一ン 改革

2006 高 等 教 育機 授 業料 大 幅 ロ
ー

ン 改革

会 法 （2008） 値 上 げ と 大

学独 自奨 学

金

2009 オ バ マ 政権

新予算案

が不可欠なため ， 多くの 所得連動型 ロ
ー

ン は m 一

ンの徴収も国税当局 と連動させ て い る。さらに多

くの 所得連動型 ロ ー
ン の 場合に は，卒業後 の 所得

か ら直接徴収 され るため，海外居住者 などを除 い

て 未返済が少ない。しか し，所得が最低基準以 下

で は猶予 され，その 上 ，
一

定期間あるい は
一

定年

齢 以 上 で は 免除 され る た め 未 返済が 生 じる。

3 ．イギ リス の改革

　イギリス で は 2006年度か ら各大学が授業料を

自由に 設定で きる ように なっ た。専攻別も可 能 で

ある。しか し，約 9 割の 大学は 法定最高授業料額

の 3，000 ポ ン ド （1 ポ ン ド＝ 150 円で 約 45 万円）

に設定 した。こ れまで の 授業料 は約 17万 円 で あ

っ た が，親 の 所得 に よ っ て
， 無償 か ら最高額まで

授業料 の 額 が 変化 して い た。した が っ て，約 45

万 円の 授業料はきわめて 大幅な値上げで，教育の
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機会均等に大きな影響を与えるの で はない か と，

政治的に も大 きな問題 とな り， 党首討論 で も取 り

上げ られ る ほ どで あっ た。

　教育機会に 及 ぼす授業料の 大幅値上 げの 悪影響

をで きる だけ減ず る ため に，各大学は大幅に授業

料 をf直Eげで きるかわりに ， 最低 4．5万 円最高 75
万 円の 大学独自給付奨学金（bursaries）を設定 しな

ければな らな い とされ た。した が っ て，学生が 実

際に支払わなけれ ばならない純授業料 （定価授業

料
一

給付奨学金） は，無償か ら約 42 万円と学生

によっ て 大幅に変わる こ とになっ た。こ の よ うに

授業料 と給付奨学金を組み合わせ て，複雑な純授

業料を設定す る理 由の ひ とっ は，大学側 の 決定権

を認める ため で あ っ た。

　 こ うした制度改革 に よ り，学生 は 学費と生 活費

を給付奨学金 とロ
ー

ン で まか ない ，在学中の教育

費負担は ほ とん どない
。 とりわけ ， 近年で は，上

記 の 大学独 自奨学金 に加 え，政府の 給付奨学金

（Maintenance　Grant）が 大幅 に増加 して い る。

4 ．ア メ リカの授業料と奨学金政策の動向

（1）定価授業料 と純授業料

　全学生の 7 割以上が在学す る公立大学 で は長い

間低授業料政策が と られ て きた。しか し，公立 4
年制大学で は 1988−89 年か ら 2008・09年の 20 年

間に授業料（イ ン フ レ 調整後）が 225 倍上昇し，平

均 6
，
585 ドル に高騰 して い る。また，私立 4 年制

大学も同期間に 1．7 倍上 昇 し，平均 25，143 ドル と

なっ て い る。授業料 の 上昇に は様々 な原因 が ある

が，現在，各州 で は州財政の 悪化 に よ り州高等教

育予算の 削減が 行われ て お り， 公 立 大学の 授業料

引き上 げに つ なが っ て い る。

　なお ，ア メ リカ で は給付奨学金や教育減税 とい

っ た経済支援が非常に発達して い る ため，実際に

学生 が負担す る授業料は 「定価」 か ら給付奨学金

と教育減税額を差 し引 い た 「絢 授業料（net

tuition）をみ る必要があ る 。 カ レ ッ ジボードの計算

で は公立 4 年制大学 の 純授業料 は 2008・09年度 で

2
，
850 ドル ，私立 4 年制大学は 14

，
930 ドル とかな

り低下する。 純授業料は家計負担，学生ロ
ー

ン ，

ワ
ー

ク ス タ デ ィ など様 々 な方法を組み合わせ て支

払われるが，純授業料 の 額 は 徐 々 に増加 して お り，

家計
・
学生 の 負担が増加 して い る。

（2）連邦奨学金の利用状況

　大学初年度 に連邦，州，大学独 自の 給付奨学金 ・

学生 ロ
ー

ン の い ずれ か を受給 した学生は 2006 −07

年に は全体の 72．8％ に の ぼる。公 立大学で は

69．9％，私立大学で は 85．3％ が利用 して い る。

　連邦 ・州政府 に よる奨学金 を受給す るた め に は

連邦奨学金無料申請書（FAFSA ）を作成 ・提出す る

必 要があ る が，これ とは 別 に多くの 有名私立 大学

で は カ レ ッ ジ ボードが提供して い る奨学金申請書

PROEILE の 提出が求められ る 。 どちらも詳しい

家計状況や個人情報 の 記入欄があ る が，後者の方

が より詳 しい 。こ れ らの 資料をもとに各大学の 奨

学金課 は奨学金パ ッ ケ
ージを作成し，大学入学前

に学生 に 通知する 。
パ ッ ケージは家計所得

・学費 ・

学力等に応 じて個別 に作成 され る の で，学生は い

くつ もの 大学を比較して最 も有利 な大学を選択す

るこ とが で きる。

（3 ）連邦奨学金政策の 論点

　ブ ッ シ ュ 政権の 2 期目よ り連邦奨学金政策の 改

革が 活 発化 して い る。2006 年 9 月 に連邦教育省

長官諮問委員会（Commission　on 　the　Future　of

Higher　Education ）が 提出した最終報告書 「ATest
of 　Leadership： Charting　the　 Future 　 of　U ．S．
Higher　Education」（通称ス ペ リン グス 報告）では ，

『現在の 学生支援制度は混乱 して お り，複雑で，

非効率 で ， 重複が多く，真に援助を必 要 と して い

る学生に対して 支援が向けられて い ない』と述 べ

られてお り， 具体的な問題点 として，シス テ ム の

複雑性 （税制上 の 優遇措置も含め 20 もの プ ロ グ

ラ ム が存在），FAFSA の 複雑性，大学初年度受給

可能額 の 情報提哄の 遅 さ，低所得層学生 へ の 援助

の 不十分 さ，卒業時の 負債額の 高 さが指摘 された。
こ れ らの 改善を図るため，学生支援制度の 結果重

視型 へ の 改革 （進学困難iな学生 の ア クセ ス 増，残

留率 ・卒業率上昇，負債額の 減少 ，授業料上 昇 の

構造的誘因除去）， FAFSA の 簡素化，受給可 能額

情報提供 の 早期化， 編入生 ・パ ー
トタイ ム 学生 へ

の 援助 拡 大 ，ペ ル 奨学 金 の 拡 充 お よび 大 学授業料

上昇の 抑制 （公立 4年制 ・州内出身学生授業料の

7 割 カ バ ー
目標）， 連邦奨学金 の 管理 コ ス トの 削減

などが求め られた。

（4 ）連邦学生 ロ ーン の 構造改革

　様 々 な課題 の 中で 近年大きな争点 となっ て い る

の は連邦学生 ロ ー
ン の 構造改革である。連邦学生

ロ
ー

ン に は い くつ か の プ ロ グラ ム がある が，利用

者 が多い ス タ ッ フ ォ
ー

ド・ロ
ー

ン とプ ラ ス ロ
ー

ン

は民間金融機関等（レ ン ダー
と呼称）と連邦政府の

2 っ の 財源か ら提供されてい る。民間財源 の プ ロ

グラ ム は連邦家庭教育 ロ
ー

ン （Federal　Family

Education　L〔〕an 　Progr  ，以 下 FFEL ）と呼ばれ ，

連邦政府 が債務保証を行 うシ ス テム が とられ て い

る。
一
方，連邦財源の プ ロ グラム は連邦直接学生

ロ
ー

ン （Federal　DireCt　Student　Loan　Program，
以下 FDSL ）と呼ばれ，政府直接貸与 で あ る。なお，
FFEL は 40 年以上の 長い 歴史を持ち，貸与総額

の 8割を占めて い るが ，これ は 日本に は な い 独特

の シ ス テ ム で あ る。連邦の 債務保 証 付きで ある こ
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とに加 え，レ ン ダーが学生 n 一
ン 債権を売却す る

流通市場も存在して い る 。 連邦学生 ロ ーン は レ ン

ダ
ー

にとっ て も流通市場にとっ て もリス クが少 な

く大 きな利益を生む ビ ジネス と見なされ，巨大産

業へ と発展 して い る。しか し，こ うした 民間の 活

用 は連邦奨学金事業の拡大を成功 させ た
一
方で ，

巨額の税金 を民間に投入する こ とへ の 反発を生み，

近年は レ ン ダ
ー

と大学の奨学金課との癒着も表面

化 して い る こ とか ら，FFEL の 信用 回復や FDSL
へ の

一
本化 の 声 が 高ま っ て い る。

　なお ，FFEL ，　 FDSL の 双方の 問題点として 指

摘 され て い るの は，卒業後の 負債額の 大きさと債

務不 履行 に 陥 る学生の 問題 で ある 。 卒業時 の連邦

学生 ロ
ー

ン の 平均負債額は公立 4年制大学 で

18
，
800 ドル

， 私立 4 年制大学 で 23，800 ドル で あ

る。ま た，こ れ とは 別 に レ ン ダーが独 自に行 っ て

い るロ ー
ン （非連邦学生 m 一

ン ）を借りる学生 も急

増して い る 。 これ らの ロ ーン を順調 に 返還 で きな

い場合，債務不履行（default）とな りク レ ジ ッ トカ

ー
ドの 停止な どの 措置が取 られ ， 社会 生活を営む

上 で大きな支障をきた す こ とになる。また，2005

年に は破産濫用防止お よ び消費者保護法 （the

Bahkruptcy　Abuse　Prevention　and 　Consumer
Protection　Act　of 　2005 ）tl　1

’
改正 され，連邦学生 ロ

ー
ン は自己破産 した後も免責とならない 厳 しい 措

置が とられ るよ うになっ た。そ の た め，貸与額 の

何倍 に も膨れあがっ た債務を抱え，返済に あえ ぐ

不履行者の 救済 が課題 となっ て い る。

（5 ）FFEL の 改革とサブプライ ム ロ
ー

ン 問題

　2007 年 9 月 ，「大学コ ス ト削減ア ク セ ス 法 」

（Co且ege 　Cost　Redu （rkion　and 　Access　A 〔S　of 　2007
，

Public　Law 　110−84
，
2007 年 9 月 27 日大統領署名 ，

10 月 1 日施行）が制定 され た。本法は 利子補給付

きス タフ ォ
ー

ドロ
ー

ン （FFEL ，　FDSL ）の 貸与利率

引き下げ（2012 年 ま で に 6．8％ か ら3．4％ へ ）を規定

した法律で ある。こ の 原資は FFEL を行 うレ ン ダ

ーや関連機関へ の 様々 な補助金の カ ッ トや手数料

等の引き上げ（金利差額特別補助の引き下げ，手数

料 の 引き上げ ， 債務弁済率 の 引き下 げ等）で あ り ，

お よそ 210億 ドル が 生み出されると推計され て い

る 。 これ に対して レ ン ダー ・関係機関か らは強い

反発が起きて い る。

　さ らに，サブプライム ロ
ー

ン 問題 によっ て 流通

市場 へ の ロ ーン債権の売却が困難となっ た レ ン ダ
ー

からは FFEL の 事業縮小 ・撤退 の 表明が続出し

て い る。例 えば ウィ ス コ ン シ ン 大学 マ デ ィ ソ ン校

で は 17
，
000 人の 貸与者の うち 2，000 人が レ ン ダ

ーを変更す る必 要 が生 じ，ま た，コ ミュ ニ テ ィ カ

レ ッ ジ の 学生は貸与額が少な く債務不履行を起 こ

しやす い こ とか ら貸付を廃止 す る レ ン ダ
ー

も数多

く現れ た。そ こ で
，
2008 年 5 月に 学生 ロ

ー
ン 市

場の 安定化 に 向けた 法律「2008 年学生 ロ
ー

ン 継続

ア クセ ス 保証法」（Ensuhng 　ContinuedAccess　to

Student恥 ans 　Act　of　2008，
　PL ．110・227，2008年

5 月 21 日大統領署名）が制定 された 。 これは  レ

ン ダー
の 短期救済（FFEL ロ

ー
ン 債権 2008−09 年

度分を連邦教育省が 買 い 取る），  FFEL の 維持 ，

  Lender　of 　last−resort プ ロ グラム（レ ン ダー
が見

っ か らない 学生 に保証機関を通 じて 融資）の 強化，

  FDSL の 拡大（150億 ドル か ら 300億 ドル へ ），
の 4 っ を実施す る もの で あっ た。

　なお，こ れ らの 改革は在学中の 学生 の 利益を守

る
一

時的なもの で あ り，2009 年 の オ バ マ 政権発足

後 の 第 111連邦議会 で は，FFEL の 廃止 と FDSL
へ の

一
本化の 抜本的な改革が模索されて い る。

（6 ）高等教育法 の 改正 と授業料 ・奨学金

　2008年 8 月には 「高等教育機会法 」（Higher

Education　Opportunity　Act　of　2008，　Ptiblic　Law
110−315，2008年 8 月 14 日署名）が 承認 され，連

邦奨学金事業の根拠法で ある 1965年高等教育法

（Higher　Education　Act　of　1965）が 10 年ぶ りに 大

改正 された。本法は連邦奨学金事業 の 改正 ・充実

につ い て定め て い る ほ か，授業料高騰の 抑制策等

につ い て も新規に定 められた。連邦教育省は学

生 ・保護者が卒業ま で の 授業料等を Web 上で推

計 で きる シ ス テ ム を開発す る こ と，大学を設置形

態別 に 9 つ に分類 し，新入生の 定価授業料 ・純授

業料が高い 上位 5％ の 大学と安い 上位 10％ の 大学

名を公開す る こ と，過去 3年間の 授業料引き上げ

が 大 きか っ た 大学か ら引き上 げ理 由 ・改善方策を

提 出 させ 公 開す る こ と等 が規定され た。ま た，連

邦奨学金 につ い て は 申請書を簡素化 した

FAFSA −EZ を新 た に設け る こ と， 内国歳入 庁が保

持する財政情報 を活用するため 連携を推進する こ

と等が規定 された 。 さらに大学と レ ン ダー
に対 し

て は連邦学生 ロ
ー

ン の信用回復の ため に行動規範

を定めるこ と， 学生 に公正 で十分な情報を提供す

るこ と，金融 リテ ラ シ
ー・金融教育を促進す る こ

と等が定 め られ た 。

5 ．情報ギャ ッ プと financial　literacy
　大学の 授業料の高騰に ともない ，多くの 学生 に

とっ て 費用 の 調達方法 と して ロ ー
ン （貸与奨学金）

が 重要な位置を占め るようになっ て い る。 しか し

連邦政府に よ る ロ
ー

ン の み をとっ て も複数の 制度

が存在 し，こ れ に連邦給付奨学金，州政府の 奨学

金 （給付／貸与，メ リ ッ ト／ニ
ードベ ース ），大学

独 自奨学金，民間 ロ
ー

ン が加わ る な ど，き わ め て

複雑な仕組み に な っ て い る。その ため これ らの 学

生援助制 度 を学生 （進学希望 者） に周知 す るこ と
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が重要な課題 と なっ て い る。「情報 ギ ャ ッ プ 」と呼

ばれ る問題 で あ る。

（1）進学希望者 （高校 生 ） へ の 1青報提供

　そ もそも大学に進学する こ とに よ りどの 程度 の

経済的便益が あ るの か
，

一
方，経済的援助制度と

して どの よ うなもの が存在し， どの程度資金を調

達で き るの か が分か らなければ，進学をあきらめ

る こ とにっ なが る 。 とりわ け低所得者層にお い て

は 「ロ
ー

ン 回避 」 が生 じる。大学進学 の 期待便益

を考慮すれば，ロ
ー

ン を借 りて進学して も十分ペ

イするに もか かわらず，ロ ー
ン を忌避する傾向の

こ とで あ る。しか し高校生が教育の 便益，収益率，
利子率，現在価値とい っ た経済学的な タ

ー
ム を十

分に理解す るこ とは容易で はなく，またそ れ らを

分か りやす く教える こ と の で きる人材 も不足 して

い る。

　また FAFSA の 記入 が複雑すぎる こ と も閙題 と

なっ て い る。FAFSA は連邦奨学制度以外の あら

ゆる援助制度にお い ても利用 され る ため，とに か

く提出する こ とがきわめ て 重要 で ある。 しか し年

収 2 万 ドル 以下の 低所得層に お い て も 14％の 学

生が提出 して い な い。しかも未提出の学生 の 10
〜15％は ペ ル奨学金の 適格者 で あっ た と見 られ

て い る （ACE 　2005）。

，
馨 9 ：

9　 　 　　 　　 　 層 嘔

簾 繍 瓣 魏 鶏 鞠 飆 黷 贓
禰 緲 曝 飆 繊 艪 翰
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s憲 働 軈轍 窪紛 鷹 獗 邏 鰄 即 愚 講 漏
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黴 澎隠 隊 繍 織 毒 総 3 遡 忍 鍵 ，窪 謝

  蜘 鋤漁 幽 環 醗 ．o ε鎌3 駅 2 罰「．彡
瞞 勤脇 釧鳳  羹7L毒 瓢 s 麟 β 掲君 無β

＄擢臟 り毎 ＄塗騨 2媚 撚 7貍5 黻 瓢

黝 臼印ぴ憩 繊 繝 3繍 翻 噂 鄰 鯲 畿 7

鋤 、  鎗欄 心 5 箆 6 鸚 ぷ 衡 ．蓬 獅

鋤 ，a睡鱒 r嬲 瑯 鯲 鮒 雛 、心 謬鵜

（データ ）ACE 　2005 ，　Student　Fa血 ng 　toApply

for　Fi皿 ancialAid ．

　高校に お ける情報提供はキ ャ リア セ ン ター等に

おい て ボラ ン タ リーに行われ て お り，学校間で粗

密が 存在す るこ とも否め ない。こ の た め学校外 の

サービ ス も重要な役割 を果た して お り，保護者を

対象に FA［FSA の 記入方法を説明 した り，FAFSA
を代理記入す る業者も存在して い る。

（2）大学合格通知 とフ ァ イ ナ ン シ ャ ル
・プラ ン

　ア メ リカ で は，大学合格通知 とともに，学生生

活費をどの よ うに ま か な うの か，フ ァ イ ナ ン シ ャ

ル ・プ ラン が送付され る。こ れ は，学生と家計 に

とっ て ，大学選 択の 大 き な 要素 の
一

つ に なっ て い

る。

　 フ ァ イ ナ ン シ ャ ル ・プ ラン は ， まず学費と生活

費から家族が負担可能な教育費支出 （Expected
Family　Contribution

，
　 EFC ）を引く。　 EFC は資

産テ ス ト （家計所得など）によっ て算出される。
残 っ た残額に あて る学生支援 として，有利な条件
の もの ，た とえば，連邦給付奨学金 （ペ ル グラ ン

トな ど）や大学独 自給付奨学金などか ら順 に，利

子の 低い ロ
ー

ン や キャ ン パ ス ワークス タデ ィ，さ

らに利子 の 高い ロ
ー

ン が必 要 な らばそれ らが 記載
されて い る。こ の プ ラ ン の 決定 の た め に は，
FAFSA の 情報 が 用 い られ ，

　 FAFSA に，どの 大学

に情報を提供する か，学 生 自身が 10 校まで 記入

し，教育省か ら各大学に送られる。

（3）大学入学後 の 情報提供

大学で は入学時および卒業時に ロ ー
ン の 利用者に

対して ガイダン ス （entrance 　counseling お よび

exit　counsehng ）を実施する こ とが，連邦高等教

育法によっ て義務付けられ て い る。そ の 内容 に つ

い て も同法に詳細な リ ス トが 定め られ て お り，要

返済額，返済方法，債務不履行時に被る不利益な

ど金融に 関する知識 を十分 に理解させ る こ と を求

めて い る。

　ただ し実際の 運用 に あたっ て は，大学外部 の ウ

ェ ブサイ ト等を利用 して学生が 自主的に学習する

ス タ イ ル が と られ る な ど，こ こ で も金融 に 関する

知識 （血 1ancial 　hteracy）を体系的 に教育で きる

人材が不 足 して い る こ とが 問題 となっ て い る 。

6 ．ア メ リカの授業料と奨学金の実証分析

　 こ こ で は，ア メ リカ の 個別 大学の 授業料と奨学

金政策 を， 教育統計局 （National　Center　for
Education　Statistics，　NCES ）の Integrated
Postsecondary　Education　Data　System，　IPEDS
の 2007 年データ を用 い て分析する。IPEDS は，
日本 の 「学校基本調査」 に あた るが，個別高等教

育機関の デー
タがす べ て利用可能に な っ て お り，

この こ とがア メ リカ における授業料や奨学金研究

だけで なく，大学財政研究などが きわめて 盛んに

なる
一

因となっ て い る。ま た，IPEDS だ けで な

く，日本の 「学生生活調査」 に あた る National
Postsecondaτy　Student　Aid　SurveX　NPSAS な

ども同 じように利用可能で ，こ れ らを利用 した研

究に よ っ て，調査自体 の 質も向上 す る とい う正 の

フ ィ
ー ドバ ッ ク が 生 じて い る点 は，日本で もお お

い に見 習う必 要 が あ る。

　以下 で は，そ の 中か ら一
つ の 分析例を示す、図

の よ うに
， 私立 大学で は，大学独 自奨学金受給率

も単純平均 62．3％ と高く， 大学独 自奨学金平均額

の 単純平均も 7
，
819 ドル と高 い

。 これ に 対 して，
公 立 大学 で は 大学独自奨学金の 平均受給率 の 単純
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平均 は 19．1％で ， 平均受給額の 単純平均は 1，876

ドル と低 くな っ て お り， 私立大学 で い わゆ る高授

業料
・
高奨学金政策が 普及 して い る こ とが 確認 で

きる。しか し，単純な平均 の 比較よ り，図 の よう

に，と りわけ私立大学で は授業料と奨学金の 設定

に個別大学に よ る相違が大きい こ とが特徴となっ

て い る。この ように，多様 1生を特徴とす る ア メ リ

カ高等教育は，授業料 ・奨学金に関 して も，非常

にばらつ きが大きい 。

35000

ユロロoo　
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：：：：． 輩 鼠5 、

甑 ∴ 幡繍
混
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7 ．政策的 イ ン プリケ
ーシ ョ ン

（1）授業料 ・奨学金政策 の 見直し

　各国の 授業料 ・奨学金制度 の改革は急速 に進展

して い る。これ に対 して，日本で は本格的 に授業

料政策に つ い て ，検討された こ とは ない。とく に

教育費負担 と関連 して ，授業料 と奨学金政策 に つ

い て，包括的な検討 は なされ て い ない
。 ま た ，奨

学金 政策に 関 し て も，日本学 生 支援機奨学金 に 関

して も，大 日本育英会の 創設 （1943 年）か ら，基

本的な仕組み は まっ たく変わっ て い ない
。

こ うし

た 点 に つ い て
，抜本的な見直 し が 求め られ て い る 。

（2）給付奨学金 の 必要性

　各国 と比較する と，日本で は学部段階で，授業

料減免を除き給付奨学金がない とい うの が著しい

特徴にな っ て お り，こ の 是正が必要 で ある 。

（3） ロ ー
ン 回収 ス キーム の 検討

　各国ともロ ーン負担やロ
ー

ン 回避が大きな問題

となっ て お り，ロ
ー

ン 回収 ス キ
ー

ム を再検討して

い る。日本でも所得連動型 ロ
ー

ン の 導入を検討す

る必要があろ う。

（4）金融教育 （financial　literacy）の 必 要性

　各国 とも，奨学金制度が複雑化 して い るため，

金融教育が教育政策の 課題 とな っ て い る。日本 で

もこ の 問題に つ い て ，早急に検討する必要が あろ

う。

研究の 重要性が 認識 され、多くの 研究 が 生み出 さ

れ て い る 。 日本で も，近年よ うや く実証研究が散

見されるように な っ たが ， まだ量質とも政策遂行

や政策評価 の ために十分とは言えない 状況にあり，
こ の 面での ，研究 の 蓄積が課題 とな っ て い る。

（2 ）教育機会均等 と奨学金の 効果

　 こ うした実証研究の 中で も，教育機会の 均等に

奨学金が どの 程度効果を持 つ の か，各国の 奨学金

政策 の 最も重要な論点 で あ り，多 くの 調 査研究が

なされ て い る。日本 で は，こ の 最 も基本的な問題

につ い て さえ
， まだ 十分な解明が 行われ て い ない

。

さ らに，奨学金の 社会経済的効果 に つ い て も，大

きな争点となっ て い るが，まだ実証研究は端緒に

つ い たばか りと言え る よ うな状況 である。

（3 ）データの 整備と正 の フ ィ
ードバ ッ ク ・ル ー

プ の 確立

　各国で 授業料 ・奨学金改革 とならんで，研究が

進展 して きた の は，先にふ れ た よ うに NCES など

の デ
ー

タベ ー
ス に よ る とこ ろ がきわめ て大きい。

日本 の 文部科学省 の 「学校基本調査 」 や 日本学生

支援機構 の 「学生生活調査」は，IPEDS や NPSAS

以上 に長期に わた り継続して い る調査で あり，質

問項目も厳選されて い る。しか し，個票デー
タを

用 い る こ とが で きず，こ れ が研究を促進する上 で

大 き な阻 害要 因 とな っ て い る。ま た，High　SchooI
Beyond な どの 高校卒業生 に対する追跡調査 は，
日本 で は 文 部科学省 な どで は 実施 され て い な い。

全国デ
ー

タとし て ， 東京大学大学経営 ・政策セ ン

ター
の 調査 が よ うや く整備 され て きたとい うの が

実状で ある。早急な調査デー
タベ ース の 整備が，

研究面で も，政策面 で も大きな課題 となっ て い る。
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8 ．授業料 と奨学金研究の課題

（1 ）実証 研 究 の 必 要性

　こ こ で は，ア メ リカ の 研究例を紹介 した が，イ

ギ リス な ど各国 で も，教育政策遂行 の ため の 実証
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